
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大回避に向けた取組等 

 

去る１月７日に、国は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号）

第 32条第１項の規定に基づき、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を区域とし、緊急事

態措置を実施すべき期間を１月８日から２月７日までとする緊急事態宣言を発令しました。 

これに伴い、県では、１月８日から１月２６日までを特別警戒期間とし、別添の期間、

内容等による感染拡大回避に向けた対策を実施することとしました。 

関係者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大回避という県民あげて

の最重要課題のため、引き続き、御理解、御協力を賜りますようお願いします。 

 

令和３年１月８日 

愛媛県知事 中 村 時 広 

 



新型コロナウイルス感染症の感染拡大回避に向けた取組等 

 

令和３年１月８日 

                            愛 媛 県 

 

１ 実施期間  令和３年１月８日（金）から令和３年１月26日（火）まで 

       ※営業時間短縮の協力要請は令和３年１月13日（水）から令和３年 

１月26日（火）まで 

 

２ 対象区域  愛媛県全域 

       ※営業時間短縮の協力要請は松山市のみ 

 

３ 根  拠  新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）。 

以下「特措法」という。 

 

４ 取組等  

（１）行動自粛の協力要請 

（２）事業活動における協力要請 

（３）営業時間短縮の協力要請 

 

５ 対象及び内容等 

（１）行動自粛の協力要請 

対象 内容 根拠 

県民 ・感染拡大地域（特定都道府県）への不要不急の往

来を自粛 

・会食（いわゆる「飲み会」）に関して、次の事項に

注意 

 ●大人数（5人以上）、長時間の会食は行わない 

 ●体調不良の方は会食に参加しない、させない 

 ●感染拡大地域での滞在など、2 週間以内に感染

リスクの高い行動をとっている方は、会食を避

ける 

・感染リスクが高まる「５つの場面」に十分注意 

特 措 法

第 24 条

第９項 



 ※「５つの場面」: ①飲酒を伴う懇親会等、②大

人数や長時間におよぶ飲食、③マスクなしでの会

話、④狭い空間での共同生活、⑤居場所の切り替

わり 

事業者 ・感染リスクが高まる「５つの場面」に十分注意 

 ※「５つの場面」: ①飲酒を伴う懇親会等、②大

人数や長時間におよぶ飲食、③マスクなしでの会

話、④狭い空間での共同生活、⑤居場所の切り替

わり 

特 措 法
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（２）事業活動における協力要請 

対象 内容 根拠 

事業者 ・感染拡大地域（特定都道府県）への不要不急の往

来や出張を自粛 

・テレワークや時差出勤等の一層促進 

・「３つの密」の回避に向けた業種別ガイドラインの

実践 

特 措 法

第 24 条

第９項 

 

（３）営業時間短縮の協力要請 

対象 内容 根拠 

事業者 ・松山市内の酒類を提供する飲食店（※）に対し、

営業時間短縮（営業時間：5時から20時まで、酒

類提供：19時まで）の要請 

 ※食品衛生法の飲食店営業許可を受けた店舗 

特 措 法
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【取組等に関する問合せ先】 

愛媛県新型コロナウイルス感染症対策本部 

電話番号 ０８９-９６８-２４１９ 

受付時間 平日 ９時～17時 

（ただし、1/9～1/11は 10時～16時まで） 

 


